
        　　　独立行政法人国立環境研究所の第１期中期目標期間における業務実績評価書　
               平 成  １ ８  年  ８  月  ２ ３  日
               環境省独立行政法人評価委員会

中期目標 中期計画 評価項目及び評価の方法、視点等 各年度の評価結果 中期目標
評価

中期目標の達成に向けた状況等
H13 H14 H15 H16 H17

各事項毎の評価を踏まえると、１３年度以降の
５ヵ年を通じて全体として順調に発展してきて
おり、中期目標を十分達成している。

第２　業務運営の効率化に関する事項 第１　業務運営の効率化に関する目標を
達成するためとるべき措置

Ⅰ　業務運営の効率化に関する事項 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

１．効率的な業務運営体制の整備 １．効率的な組織の編成 １．効率的な組織の編成
マトリクス型の組織編成は効率的かつ機動的
な研究の推進に寄与しており、中期目標を十
分達成している。

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

独立行政法人化の要請である効率
化と環境研究等の充実・強化の両立
を図るため、次の諸点に留意しつつ、
適切な体制の確立を図る。

　現下の環境問題の解明や対
応のための研究、環境政策の
支援のための研究、さらに今後
生じ得る問題の検出や未然防
止あるいは今後の環境研究の
基盤となるような研究等を、中
期目標の達成に向け、業務の
質の向上を図りつつ、効率的
かつ機動的に実施する観点か
ら、適切な研究組織及びその
支援体制等の編成を行う。

　なお、体制については、絶えず検討
を行い、必要に応じ見直しを行う。

　この観点から、次の点を踏ま
えた組織体制を確立する。

（１）当該体制は、第３に掲げる目標
を達成できるものとすること。

・基礎的調査・研究を推進する
ため、コアラボラトリーとして必
要な研究領域を置く。

・基礎的調査・研究を推進するため
の研究領域の設置・運営状況

（２）理事長の指導のもと、独立行政
法人としての自立した運営が可能な
組織とすること。

・重点化した研究プロジェクトを
確実に実施するための体制の
整備。

・重点化した研究プロジェクトの実施
体制の整備・運営状況

・環境行政の新たなニーズに対
応した政策の立案及び実施
を、研究面から支援する体制を
整備。

・環境行政ニーズに対応した体制の
整備・運営状況

・地球環境のモニタリング、地
球環境研究の総合化及び支援
等を行う体制を整備。

・地球環境のモニタリング、地球環
境研究の総合化・支援等のための
体制の整備・運営状況

・環境保全に関する国内及び
国外の情報の収集、整理及び
提供を行う体制を整備。

・環境保全に関する国内及び国外
の情報の収集、整理及び提供を行う
体制の整備・運営状況

・研究所の活動を効率的に運
営するための管理体制の整
備。

・管理体制の整備・運営状況
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　なお、組織のあり方について
は、絶えず検討を行い、必要に
応じて、適宜見直しを行うもの
とする。

２．人材の効率的な活用 ２．人材の効率的な活用 ２．人材の効率的な活用
質の高い研究者の確保や任期付き研究員の
採用拡大などの取組において着実な実績をあ
げており、中期目標を十分達成している。今後
はさらに以下の点について、配慮、検討するこ
とにより、人材の一層の質の向上と有効な活
用が望まれる。
　・　研究者の将来（キャリアパス等）に対する
　 配慮のあり方や、併任制度のより望ましい
　 あり方
　・　多様な雇用形態の人材間の調和や維持
　 等の人事管理体制

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

国内外の学界、産業界等から幅広く
優れた研究者の登用を図ること等に
より、既存の人材の活性化・有効活
用を含め、流動的で活性化された研
究環境の実現に留意した人事管理を
行い、人材の効率的活用を図る。

・トップダウンによるプロジェクト
グループの戦略的な編成を含
め、研究者の適切な配置を図
るとともに、流動性を高め人材
の活性化に努める。

・プロジェクトグループの編成状況

・適切な処遇に配慮しつつ、国
内外の学界、産業界等から幅
広く優れた研究者の登用を図
る。

・研究者の適切な配置、流動性の向
上及び人材の活性化状況

・流動研究員制度の導入・運営状況

・研究者の確保状況

・面接による目標管理方式を基
本とした職務業績評価を導入
し、本人の職務能力向上を図
る。

・職務業績評価制度の導入・運営状
況

・安全衛生管理の状況

前半２年間は事務部門の効率化に関し、取組
強化が必要な状況にあったが、後半３年間は
取組効果が出てきており、また、当初見込み以
上の自己収入を確保するなど収入面では着実
な実績をあげてきている。今後引き続き、以下
の点を実施することを期待する。
　・　研究所としての主体性を保つことを考慮し
　 つつ、研究所の目的に良く合致した外部資
　 金の導入と、競争的研究資金の獲得
　・　実績報告において、経費の削減、効率化
　 の状況が詳細に判断できるようなデータ等
　 の提供

３．財務の効率化 ３．財務の効率化 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

・競争的資金及び受託業務費
について、平成１３年度の見込
額からの中期目標の期間中、
毎年度平均で前年度比４％台
の増加を図るよう、その確保を
促進するための方策を検討し、
自己収入の確保に努める。

・競争的資金及び受託業務費等の
自己収入の確保状況
（５年間平均で４％台の増）
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　・研究所の知的・物的能力
を、業務に支障のない範囲で、
所外の関係研究機関に対して
提供して収入を得ること等によ
り、円滑な財務運営の確保に
努める。

　・研究所の知的・物的能力の所外
提供のための取り組み及び収入の
確保状況

・物品及びサービスの一括的な
購入等により予算の経済的な
執行を行い支出の削減に努め
るとともに、「第５．業務におけ
る環境配慮」の光熱水量の削
減努力とあわせ、運営交付金
に係る業務費の毎年少なくとも
１％相当の削減に努める。

・支出削減の取組状況
（業務費の１％以上削減）

・会計事務への電子決済シス
テムの段階的な導入等所内のＩ
Ｔ化を進めることにより、事務処
理の迅速化・効率化に努める。

・事務効率化の取り組み状況

・適正な財務管理の取り組み状況

中期目標は達成されている。研究所のスペー
スの合理的利用を図るための課金制度につい
ては、その機能・影響等についての点検結果
を踏まえ、適切な見直しがなされていると評価
するが、今後とも一層の改善を期待する。

３．効率的な施設運用 ４．効率的な施設運用 ４．効率的な施設運用 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

施設等の活用状況を把握し、稼働状
況に余裕のある施設等については、
その有効活用を図るなど適切な措置
を講ずる。

・研究体制の規模や研究成果
等に見合った研究施設のス
ペース再配分などを含め、研究
施設の一層効率的な利用等の
推進を図る。

・スペース課金制度の導入及びス
ペース配分状況

計画的な施設の保守管理を行う。 ・大型実験施設等について、他
機関との共同利用や受託業務
での利用等、効率的な利用を
推進する。

・大型実験施設の効率的な利用の
取組状況

・研究施設の重点的な改修を
含めた計画的な保守管理を行
う。

・研究施設の効率的・計画的な保守
管理状況
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      前半２年間においては達成できていなかった
エネルギー消費量の削減目標について、前半
２年間における遅れを、後半３年間で 十分取
り戻して目標を越える結果を出した。ＣＯ２の排
出量の削減については、５年間の計画目標
７％減に対して１５％減という成果をあげた。た
だし、廃棄物の減量化については、発生量を１
人当たりでみれば初年度と最終年度とはほぼ
同等であったが、総量では初年度に対し最終
年度で１５％増加した。総合的には、中期目標
をおおむね達成したと評価するが、特に廃棄
物の減量化については、今後も真剣な取組が
求められる。

４．業務における環境配慮 ５．業務における環境配慮 ５．業務における環境配慮 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ

物品及びサービスの購入・使用並び
に施設の整備及び維持管理に際して
の環境配慮を徹底するために、「地
球温暖化対策の推進に関する法律」
に基づく政府の事務及び事業に関す
る温室効果ガスの排出の抑制等のた
めの実行計画に定められている目標
に準じて、その達成を図る

・物品及びサービスの購入・使
用に当たっては、環境配慮を徹
底する。

・環境管理委員会の設置・運営状況

・環境配慮の基本方針等の策定状
況

・環境に配慮した物品及びサービス
の購入等の状況

・「地球温暖化対策の推進に関
する法律」に基づき、政府の事
務及び事業に関する温室効果
ガスの排出の抑制等のための
実行計画に定められている目
標に準じて、その達成を図る

（なお、実行計画か゜策定されるまで
の間、研究所の延べ床面積当たりの
光熱水量を平成１２年度比で概ね９
０％以下に維持するよう努める）こと
などにより、電気・ガス等の資源・エネ
ルギー使用の削減、廃棄物の適正処
理及びリサイクルの徹底、化学物質
管理の強化に努めるなど自主的な環
境管理に積極的に取り組み、その状
況について毎年公表を行う。

・なお、当分の間、環境負荷の
削減のための資源・エネル
ギー利用の節約を図るため、
研究所の延べ床面積あたりの
電気・ガスなどの光熱水量を平
成１２年度比で概ね９０％以下
に維持するよう努めることとし、
このため、大型実験施設の計
画的・効率的な利用や研究棟
における節電等を図る。

・「地球温暖化対策の推進に関する
法律」に基づく実行計画に定められ
る温室効果ガス排出抑制目標への
対応状況

・光熱水量の削減目標の達成状況
（平成１２年度比で概ね９０％以下に
維持）

・廃棄物の適正処理を進めると
ともに、廃棄物の減量化、リ
ユース及びリサイクルを徹底す
る。

・廃棄物の適正処理、減量化、リサ
イクル等の取り組み状況

・施設整備や維持管理に際して
の環境負荷の低減の観点から
の取り組みや、化学物質の管
理の強化など自主的な環境管
理の推進に努める。

・その他自主的な環境管理の取り組
み状況
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・これらを推進するための体制
を整備するとともに、これらの
措置状況について毎年とりまと
めて公表する。

・環境配慮の取組実績の公表状況

５．物品一括購入等による業務費削減努
力

６．物品一括購入等による業務費削減努
力

－ － － － － 「３．財務の効
率化」において

評価

「３．財務の効率化」において記載
　（Ｐ２）

物品及びサービスの一括的な購入等
により予算の経済的な執行を行い支
出の削減に努める。

３．財務の効率化」において評価大型実験施設の計画的・効率的利用
等による上記４に掲げた光熱水量の
削減努力と併せ、運営費交付金に係
る業務費の毎年１％相当の削減に努
める。

外部研究評価を反映した的確な業務の進行管
理が行われており、中期目標を十分達成して
いる。

６．業務運営の進行管理 ６．業務運営の進行管理 ７．業務運営の進行管理 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

研究所内の業務進行管理体制を強
化し、各年度の研究計画を作成、公
表する。

①研究の推進に当たっては、

外部の専門家の評価・助言を得つ
つ、業務の進行状況を組織的かつ定
期的に点検し、業務の効率的かつ円
滑な実施のために必要な措置を適時
に実施する。

・各年度の研究計画をまとめて
公表する。

・各年度の研究計画の公表状況

・第２．１（２）の重点研究分野
の各主要研究課題ごとにリー
ダーを置き、研究内容の調整、
進行管理等を行う。

・リーダーの指名状況

・特に、第２．１（３）のア．重点
特別研究プロジェクト及びイ．
政策対応型調査研究について
は、研究所内部での進行管理
に加えて、前年度の成果及び
当該年度の研究計画につい
て、外部の専門家の評価・助言
を受けながら実施する。

・研究の進行管理状況

・外部の専門家の評価・助言の状況

②業務運営の実施状況をモニ
ターしながら、業務の的確な実
施を図る。

・業務運営の的確かつ円滑な調整、
推進を図るための委員会の設置状
況

5



中期目標 中期計画 評価項目及び評価の方法、視点等 各年度の評価結果 中期目標
評価

中期目標の達成に向けた状況
H13 H14 H15 H16 H17

環境研究に関する業務及び環境情報の収集・
整理・提供に関する業務について、各事項毎
の評価を踏まえると、５カ年間を通じて、全体と
して適切な業務運営が図られているとともに、
業務の質及びサービスの質の向上が着実に
図られていることから、中期目標を十分達成し
ている。

第３　国民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する事項

第２　国民に対して提供するサービスそ
の他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置

Ⅱ　国民に対して提供するサービスその他の
業務の質の向上に関する事項

Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

我が国の環境研究の中核的機関として、重点
特別研究プロジェクト、政策対応型調査・研究
など全体を通じて質の高い研究成果を着実に
あげるとともに、研究成果の活用等の面でも順
調に発展している。また新たな環境問題等へ
の対応を視野に入れた基盤的研究等の実施
により、幅広い分野に柔軟に対応している。こ
うしたことから、中期目標を十分達成している。

１．環境研究に関する業務 １．環境研究に関する業務 １．環境研究に関する業務 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

基盤的な研究も含め着実に成果をあげてきて
おり、国内外の研究ネットワーク形成の面でも
積極的な取組が見られ 、中期目標を十分達
成している。ただし環境問題における社会科学
的研究の重要性に比して、現状は十分とはい
えない。大学等との連携を緊密化して当該分
野の研究活動が充実されることを期待する。

（１）環境研究の充実 （１）環境研究の充実 （１） Ａ環境研究の充実 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

環境問題の解決及び未然防止に貢
献するという目的を明確に意識しな
がら、研究を実施する。

持続可能な社会の実現を目指
し、地球環境の保全、公害の防
止、自然環境の保全及び良好
な環境の創出の視点に立っ
て、環境政策立案に資する科
学的知見の取得に配慮しつ
つ、学際的かつ総合的に質の
高い環境研究を進める。

・学際的かつ総合的な研究の推進
状況

この際、長期的視点に立った基
盤的な研究や先行先導的な研
究の推進に留意するとともに、
社会情勢やニーズの変化に即
応した研究等にも適切に対応
する。

・基盤的研究・先行先導的研究等の
推進状況

研究の実施に当たっては、所
内の競争的環境を醸成すると
ともに、毎年度研究計画を作成
することとし、計画的な業務実
施に努める。
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また、環境技術の開発・普及に
関しても重点的に取り組むこと
とし、廃棄物処理・資源化技
術、環境測定分析技術等の調
査研究を進めるとともに、環境
省等に技術開発・評価に関す
る知見の提供等を行う。

・環境技術開発等の取り組み状況、
技術開発・評価に関する知見の提
供状況等

特に、

また、以下のような他機関との
協力を進め、研究ネットワーク
を構築する。

・研究ネットワークの構築状況

①環境行政・政策に対応した調査・研
究

①国際研究プログラムや国際
的役割分担を踏まえた研究の
実施

②循環型社会の形成等に必要な環
境技術の開発・普及に関する調査・
研究の充実を図る。

②二国間協定等の枠組みの下
で、開発途上国を含めた国際
的な共同研究を実施する。

　また、研究の実施に当たっては、毎
年度、具体的な研究計画を作成し、
研究の着実な実施を図るとともに、所
内公募システムの導入による研究課
題の決定など、競争的研究環境の構
築に留意する。

③大学、民間、地方公共団体
なと国内の他の研究機関との
有機的連携のもとに共同研究
を実施する。

　さらに、職員が研究成果の発表や
他の研究者との意見交換等を通じ
て、研究分野に関する知見を深める
とともに、研究意欲、研究能力の向上
を図れるよう、職員の国内外の学会、
シンポジウム等への参加を奨励す
る。

④研究者等の受け入れ・派遣、
ワークショップの開催、研究者
間の情報提供や交流のための
フォーラムの開催等、他機関と
の研究交流を進める

　国内外の研究機関等とのネットワー
クの中核センターとして、共同研究及
び研究交流の企画・調整・実施、知的
研究基盤の提供、研究能力の向上の
ための支援などを実施する。なお、こ
れらの研究機関との連携の推進のた
め、研究者への情報提供や交流のた
めフォーラムの開催、連絡会議の開
催など必要な措置を講じる。

　さらに、環境省が開催する各種の諮
問会議等への職員の参画、環境省の
要請に応じた政策立案に関する専門
的助言等により、可能な限り、行政支
援に努める。
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各分野において質の高い研究成果を挙げてお
り中期目標を十分達成している。（２）重点研究分野 （２）重点研究分野 （２）重点研究分野 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

本中期目標期間中に重点的に取り組
むべき研究分野

中期目標において定められた
重点研究分野においては、別
紙１の研究の方向に沿って下
記の研究を実施する。

以下の重点研究分野における研究
実施状況等について、「（３）の研究
の構成」に沿った評価を踏まえて、
全般的に評価

①地球温暖化を始めとする地球環境
問題への取り組み

①地球温暖化を始めとする地球環
境問題への取り組み

・地球温暖化を始めとする地球環境
問題への取り組み

主要研究課題

１）温室効果ガスの排出源・吸収
源評価と個別対策の効果評価
に関する研究

・温室効果ガスの排出源・吸収
源評価と個別対策の効果評価
に関する研究

２）地球温暖化に伴う地球環境
変動の将来見通しに関する観
測・解析・モニタリングと影響評
価にに関する研究

・地球温暖化に伴う地球環境
変動の将来見通しに関する観
測・解析・モデリングと影響評
価に関する研究

３）京都議定書及び第二約束期
間への我が国及びアジア諸国
の対応可能性の政策研究

・京都議定書及び第二約束期
間への我が国及びアジア諸国
の対応可能性の政策研究

４）オゾン層変動及び影響の解
明と対策効果の監視・評価に関
する研究

・オゾン層変動及び影響の解
明と対策効果の監視・評価に
関する研究

②廃棄物の総合管理と環境低負荷
型・循環型社会の構築

②廃棄物の総合管理と環境低負荷
型・循環型社会の構築

・廃棄物の総合管理と環境低負荷
型・循環型社会の構築

１）環境低負荷型・循環型社会
への転換支援のためのシステム
分析手法と基盤整備に関する研
究

・環境低負荷型・循環型社会へ
の転換支援のためのシステム
分析手法と基盤整備に関する
研究

２）廃棄物の資源化・適正処理
技術及びシステムに関する研究 ・廃棄物の資源化・適正処理技

術及びシステムに関する研究
３）廃棄物処理に係るリスク制御
に関する研究

・廃棄物処理に係るリスク制御
に関する研究

４）汚染環境の浄化技術に関す
る研究

・汚染環境の浄化技術に関す
る研究

③化学物質等の環境リスクの評価と
管理

③化学物質等の環境リスクの評価と
管理

・化学物質等の環境リスクの評価と
管理

１）内分泌かく乱化学物質のリス
ク評価と管理に関する研究

・内分泌かく乱化学物質のリス
ク評価と管理に関する研究

２）ダイオキシン類のリスク評価
と管理に関する研究

・ダイオキシン類のリスク評価と
管理に関する研究

３）化学物質の環境動態の解明
とモニタリング手法の開発に関
する研究

・化学物質の環境動態の解明
とモニタリング手法の開発に関
する研究

４）化学物質のリスク評価と管理
に関する研究

・化学物質のリスク評価と管理
に関する研究
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５）環境有害因子の健康影響の
発生メカニズム解明とその検出
手法の開発に関する研究

・環境有害因子の健康影響の
発生メカニズムの解明とその検
出手法の開発に関する研究

④多様な自然環境の保全と持続可
能な利用

④多様な自然環境の保全と持続可
能な利用

・多様な自然環境の保全と持続可能
な利用

１）生物多様性の減少機能の解
明と保全に関する研究

・生物多様性の減少機能の解
明と保全に関する研究

２）生態系の構造と機能及びそ
の管理手法に関する研究

・生態系の構造と機能及びそ
の管理手法に関する研究

⑤環境の総合的管理（都市域の環境
対策、広域的環境問題等）

⑤環境の総合的管理（都市域の環
境対策、広域的環境問題等）

・環境の総合的管理（都市域の環境
対策、広域的環境問題等）

１）浮遊粒子状物質等の都市大
気汚染に関する研究

・浮遊粒子状物質等の都市大
気汚染に関する研究

２）酸性雨等の長距離越境大気
汚染とその影響に関する研究

・酸性雨等の長距離越境大気
汚染とその影響に関する研究

３）流域圏の総合的環境管理に
関する研究

・流域圏の総合的環境管理に
関する研究

４）湖沼・海域環境の保全に関す
る研究

・湖沼・海域環境の保全に関す
る研究

５）地下水汚染機構の解明とそ
の予測に関する研究

・地下水汚染機構の解明とそ
の予測に関する研究

６）土壌劣化、土壌汚染の機構
解明とその予測に関する研究

・土壌劣化、土壌汚染の機構
解明とその予測に関する研究

⑥開発途上国の環境問題 ⑥開発途上国の環境問題 ・開発途上国の環境問題
１）途上国の環境汚染対策に関
する研究

・途上国の環境汚染対策に関
する研究

２）途上国の経済発展と環境保
全の関わりに関する研究

・途上国の経済発展と環境保
全の関わりに関する研究

⑦環境問題の解明・対策のための監
視観測

⑦環境問題の解明・対策のための監
視観測

・環境問題の解明・対策のための監
視観測

１）地球環境モニタリング ・地球環境モニタリング
２）衛星観測プロジェクト ・衛星観測プロジェクト

これらの重点研究分野については、
各分野ごとに別表に掲げる主要研究
課題についてそれぞれ研究の方向を
定め、これに沿って研究を実施する。

重点特別研究プロジェクト、政策対応型調査・
研究、基盤的調査・研究、知的研究基盤等が
バランス良く機能し、全体として着実に成果が
上がっていることから、中期目標を十分達成し
ている。

（３）研究の構成 （３）研究の構成 （３）研究の構成 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

研究構成及びこれに沿った業務内
容の実施状況等
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ア．重点課題 ア．重点特別研究プロジェクト ア．重点特別研究プロジェクト Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 外部研究評価で高い評価を得ており、全体とし
て着実に成果が上がっていると判断される。た
だし、分野によって達成度などにバラツキが見
られるなど、やや課題も残ると思われるので、
今後の一層の進展に期待する。

重点研究分野のうち、特に重要な下
記の課題については、研究資源の重
点的配分を行い、重点研究プロジェク
トを形成することにより各課題毎に記
述した目標の達成を図る。

重点研究分野のうち、社会的
要請も強く、研究の観点からも
大きな課題を有している下記の
研究を重点特別研究プロジェク
トとして実施する。

以下の重点特別研究プロジェクトの
実施状況・成果等
（第三者の評価・意見を踏まえた評
価）

 

①地球温暖化の影響評価と対策効
果

①地球温暖化の影響評価
と対策効果

・地球温暖化の影響評価と対策効
果

・炭素循環と吸収源変動
要因の解明

　経済発展・気候変動及びこれ
らの影響を統合的に評価するモ
デルを用いて、地球規模の気候
変動及びその地域的影響のシ
ナリオ並びに対応方策のあり方
を、アジア地域の持続可能な発
展との関係て゜明らかにする。

・統合評価モデルを用いた
地球温暖化のシナリオとア
ジア中心とした総合的対
策研究

　さらに、フィールド観測、遠隔計
測、統計データ等により、森林の
炭素ストック・森林や海洋による
二酸化炭素吸収量とその変動
要因を解明する。
②成層圏オゾン層変動のモニタ
リングと機構解明

②成層圏オゾン層変動の
モニタリングと機構解明 ・成層圏オゾン層変動のモニタリン

グと機構解明

③内分泌かく乱化学物質及びダ
イオキシン類のリスク評価と管
理

③内分泌かく乱化学物質
及びダイオキシン類のリス
ク評価と管理

・内分泌かく乱化学物質及びダイオ
キシン類のリスク評価と管理

・内分泌かく乱化学物質の
総合的対策に関する研究

・ダイオキシン類の総合的
対策の高度化に関する研
究

④生物多様性の減少機構の解
明と保全

④生物多様性の減少機構
の解明と保全

・生物多様性の減少機構の解明と
保全

⑤東アジアの流域圏における生
態系機能のモデル化と持続可能
な環境管理

⑤東アジアの流域圏にお
ける生態系機能のモデル
化と持続可能な環境管理

・東アジアの流域圏における生態系
機能のモデル化と持続可能な環境
管理

⑥大気中微小粒子状物質（ＰＭ
２．５）・ディーゼル排気粒子（ＤＥ
Ｐ）等の大気中粒子状物質の動
態解明と影響評価

⑥大気中微小粒子状物質
（ＰＭ２．５）・ディーゼル排
気粒子（ＤＥＰ）等の大気中
粒子状物質の動態解明と
影響評価

・大気中微小粒子状物質（ＰＭ２．
５）・ディーゼル排気粒子（ＤＥＰ）等
の大気中粒子状物質の動態解明と
影響評価
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イ．政策対応型調査・研究 イ．政策対応型調査・研究 イ．政策対応型調査・研究 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 全体として着実に成果を挙げていると判断 さ
れる。外部研究評価の結果を研究計画に的確
に反映し、指摘に応えた成果をあげている点を
高く評価する。研究成果も国内外の多くの政策
立案に反映されてきていることは心強いが、今
後、研究成果の質的量的拡大とその発信の強
化を通じて国内外におけるプレゼンスを一層
高めることにより、「政策立案に資する研究所」
としての姿を、鮮明に打ち出してもらいたい。

重点研究分野のうち、循環型社会形
成推進・廃棄物管理及び化学物質環
境リスク管理については、相次いで
新法が制定されるなど、新たな行政
ニーズが生じていることから、研究資
源の重点的配分及び研究体制の整
備を行い、下記の課題について政策
対応型調査・研究を行うことにより各
課題毎に記述した目標の達成を図
る。

重点研究分野のうち、環境行
政の新たなニーズに対応した
政策の立案及び実施に必要な
下記の調査・研究を政策対応
型調査・研究として実施する。

以下の政策対応型調査・研究の実
施状況・成果等
（第三者の評価・意見を踏まえた評
価）

研究の実施に当たっては、研
究の方向及び到達目標を別紙
３のとおり設定し、重点的な予
算配分及び体制の整備を行
い、その達成を図る。

 

①循環型社会形成推進・
廃棄物管理に関する調
査・研究

①循環型社会形成推進・
廃棄物管理に関する調
査・研究

・循環型社会形成推進・廃棄物管理
に関する調査・研究

　ａ．循環型社会への転換策の
支援のための評価手法開発と
基盤システム整備に関する研究

　・循環型社会への転換策
の支援のための評価手法
開発と基盤システム整備
に関する研究

　ｂ．廃棄物の循環資源化技術、
適正処理・処分技術及びシステ
ムに関する研究

　・廃棄物の循環資源化技
術、適正処理・処分技術及
びシステムに関する研究

　ｃ．資源循環・廃棄物管理シス
テムに対応した総合リスク制御
手法の開発に関する研究

　・資源循環・廃棄物管理
システムに対応した総合リ
スク制御手法の開発に関
する研究

　ｄ．液状廃棄物の環境低負荷・
資源循環型環境改善システム
の開発に関する研究

　・液状廃棄物の環境低負
荷・資源循環型環境改善
技術システムの開発に関
する研究

②化学物質環境リスクに関する
調査・研究

②化学物質環境リスクに
関する調査・研究

・化学物質環境リスクに関する調
査・研究

　・効率的な化学物質環境
リスク管理のための高精
度リスク評価手法等の開
発に関する研究
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ウ．基盤的調査・研究 ウ．基盤的調査・研究 ウ．基盤的調査・研究 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 競争的環境を醸成しつつ、先導的な調査・研
究が進められ、質の高い研究成果があげられ
ていることを評価する。また、所内公募制度に
より研究者のモチベーションを高めており、研
究者育成に貢献していると評価する。なお、基
盤的研究は、研究所の将来を担う重要な要素
であり、中長期視点に立った人的、予算的配
分に配慮することを望む。

国内外に環境研究の共通の基盤とな
る研究成果を提供する。

　重点研究分野に係る研究を
推進するとともに、長期的な視
点に立って、環境研究の基盤と
なる研究及び研究所の研究能
力の維持向上を図るための創
造的、先導的な調査・研究を行
う。

・基盤的研究及び創造的、先導的な
調査・研究状況等

研究所の研究能力維持向上を図るた
め、基盤的研究や創造的、先導的な
調査・研究の充実に努める。

　独創的・競争的な研究を促す
とともに、将来の重点特別研究
プロジエクト等に発展させるべ
き研究を奨励すること等のた
め、所内の公募と評価に基づ
き運営される所内公募研究制
度を導入するなど、研究環境の
整備を図る。

上記ア．イ．の研究以外の重点研究
分野に係る研究の充実に努める。

エ．知的研究基盤 エ．知的研究基盤 エ．知的研究基盤 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 国立環境研究所のみが果たし得る極めて重要
な分野であり、これまでの成果は高く評価され
る。我が国唯一の体系的な研究基盤整備事業
であることから、一層の充実が図られることを
期待する。

　研究所内における各種研究の効率
的な実施や研究ネットワークの形成
のための、環境標準試料等の作製、
環境保全に有用な環境微生物等の
保存、地球環境の戦略的モニタリン
グの実施等の知的研究基盤の整備
を行うこととし、

　研究所内のさまざまな研究の
効率的な実施や研究ネットワー
クの形成に資するため、別紙４
の整備方向と目標に基づき以
下のような知的研究基盤の整
備を行う。こられの知的研究基
盤については、可能な範囲で、
研究所外の関係機関を始めと
して、広く一般の利用に供す
る。

　知的研究基盤の整備状況及び所
外への提供状況

　例えば、環境保全に有用な環境微
生物等の保存については、中期目標
中に、１，５００株（現在１，０００株）の
保存、絶滅の危機に瀕する野生生物
２００種の体細胞、生殖細胞及び遺伝
子の保存、絶滅の危機に瀕する水生
植物５０種の保存を実施する。

①環境標準試料及び分析
用標準物質の作製並びに
環境試料の長期保存（ス
ペシメンバンキング）

（環境研究基盤技術ラボラトリーに
おける下記の状況）

・環境標準試料・分析用標準物質の
作製及び環境試料の長期保存

　また、必要に応じてクロスチェックな
どを実施することにより、我が国にお
ける環境測定等に関する標準機関と
しての機能を果たす。

②環境測定等に関する標
準機関（リファランス・ラボ
ラトリー）としての機能の確
保

・環境測定等に関する標準機関とし
ての機能

③環境保全に有用な環境
微生物の検索、収集及び
保存、試料用生物等の開
発及び飼育・栽培のため
の基本業務体制の整備並
びに絶滅の危機に瀕する
野生生物種の細胞・遺伝
子の保存。

・環境微生物の検索・収集及び保存
等、絶滅の危機に瀕する野生生物
種の細胞・遺伝子の保存
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④地球環境の戦略的モニ
タリングの実施、地球環境
データベースの整備、地球
環境研究の総合化及び支
援

（地球環境研究センターにおける下
記の状況）

・地球環境のモニタリングの実施、
地球環境データベースの整備、地球
環境研究の総合化及び支援

（４）研究評価 （４）研究課題の評価・反映 （４）研究課題の評価・反映 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 研究評価は的確に行われており、評価結果は
研究方針や資源配分に反映され、質の高い研
究成果をあげることに寄与している。中期目標
を十分達成している。今後は、成果が出るまで
に時間がかかる研究を評価するための指標の
検討や、評価に対応するための労力の軽減な
どについての検討に努めるべきである。

　原則として、外部専門家を評価者と
して選任し、評価方法を定めた実施
要領に基づいて適正に研究評価を実
施し、その結果を公表する。

　研究課題について、研究評価
を実施するための要領を作成
し、これに基づき研究所内及び
外部専門家による評価を行
い、その結果を研究活動に適
切にフィードバックする。

・研究課題の評価・反映状況

・研究評価実施要領の作成状況

　また、研究結果を、研究資源の配分
など業務運営に的確に反映させる。

・研究所内部及び外部による研究評
価の実施状況

・研究評価結果の研究資源配分等
反映状況

（５）成果の普及 （５）研究成果の普及、成果の活用促
進等

（５）研究成果の普及、成果の活用促進等 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 全体として着実に成果を挙げており、中期目標
を十分達成している。
研究成果の充実に対応して、政策等に反映さ
れるなど、その普及、活用促進等に着実な進
展が見られることを評価する。ただし、成果の
普及に関しては、専門家だけでなく、一般国民
を対象とした普及方法について今後とも検討し
ていくことが望まれる。

①研究成果の普及 ①研究成果の普及 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 誌上・口頭発表件数は中期目標を十分達成し
ており、一般への成果普及の面でも着実な成
果を挙げてきている。
今後も引き続き、一般国民にわかりやすく伝え
るための取組強化を期待する。

　調査・研究の成果については、研究
所年報の発行（会計年度終了後概ね
３ケ月以内）、研究成果報告書の発
行（研究終了後概ね６ケ月以内）、成
果発表会／公開シンボジウムの開催
（年１回以上）などにより公開・提供す
るほか、広報誌やインターネットを介
して国民にわかりやすい形で広く普
及する。

下記により研究成果の幅
広い普及に努める。その
際、環境研究の専門的知
識を持たない主体に対し
ても研究成果やその活用
可能性をわかりやすく正確
に説明できるよう、インター
プリテーション機能の強化
に努める。

研究成果の普及状況 　
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　また、個別の研究成果については、
学会誌、専門誌等での誌上発表や、
関連学会、ワークショップ等での口頭
発表等を通じて普及を図ることとし、
研究所全体として、中期目標期間中
の誌上発表件数、口頭発表件数をそ
れぞれ平成８年度から平成１２年度
までの合計件数の１割増とする。

・研究成果の学会誌、専門
誌等での誌上発表や関連
学会、ワークショップ等で
の口頭発表（中期目標期
間中の誌上発表件数、口
頭発表をそれぞれ平成８
年度から平成１２年度まで
の合計件数の１割増を目
指す。）

・研究成果の誌上発表や口頭発表
件数　　　（各発表をそれぞれ平成８
年度から平成１２年度までの合計件
数の１割増を目標）

・わかりやすい研究成果報
告書の作成

・わかりやすい研究成果報告書の作
成状況

・研究成果のインターネッ
トでの提供。

・研究成果のインターネットでの提供
状況

・研究所年報の作成 ・研究所年報の作成状況
・研究成果発表会の毎年
開催

・研究成果発表会の開催状況

・テーマに応じたシンポジ
ウム、ワークショップ等の
開催又はそれらへの参
加。

・ワークショップ等の開催状況

②研究成果の活用促進 ②研究成果の活用促進 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ 研究成果に基づいた政策提言・助言等、各種
の委員等としての積極的な貢献や、大学・企業
等との共同研究の推進を図るなど、順調に進
捗しており、中期目標を十分達成している。

研究成果の活用促進状況 　

知的所有権の獲得・実用
化促進、産学官交流の促
進、環境省が開催する各
種諮問会議への職員の委
員としての参画を通じて、
研究成果の活用促進に努
める。

・知的所有権の獲得・実用化の促進
への取組状況

・共同研究規程の整備状況等

・産学官交流の促進のための取組
状況

・環境省が開催する各種会議への
職員の委員としての参画状況

（６）研究活動に関する広報、啓発 ③研究活動に関する広報、啓
発

③研究活動に関する広報、啓発 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 着実な成果を挙げてきており、中期目標を十
分達成している。夏休み時期の施設公開など
新たな取り組みを始めていることを評価する。
今後は、より一層広報、啓発の反応や結果が
明確となるよう努力すべきである。

　研究活動について国民の理解の向
上のため、広報誌やパンフレットの発
行、研究所の一般公開や、個人、ＮＰ
Ｏ、企業などとのネットワークの形成
により、研究活動に関する広報、啓発
を実施する。

　わかりやすい各種紹介
パンフレットの作成、広報
誌の発行、毎年の研究所
の一般公開、団体見学の
随時受け入れ、個人、ＮＰ
Ｏ、企業など、様々な主体
との幅広いネットワークづ
くり等を通じて、研究所の
活動についての国民の理
解向上に努める。

研究活動に関する広報、啓発状況
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・広報誌・パンフレットの発行等の状
況

・研究所の一般公開・見学受入状況

２．環境情報の収集・整理・提供に関する
業務

２．環境情報の収集・整理・提供に関
する業務

２．環境情報の収集・整理・提供に関する
業務

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ より幅の広い層へのわかりやすい情報の提
供、研究成果の提供が課題であったが、イン
ターネットを活用した環境情報の提供等、順調
に成果をあげてきている。インターネットのアク
セス件数は逐年増加しており、内容面でも新た
なコンテンツの掲載努力が重ねられており、全
体として、中期目標を十分達成している。引き
続き提供情報の更新を図る等、情報提供業務
のさらなる充実を期待する。

　環境研究に関する情報、環境行政
に関する情報その他環境に関する国
内外の情報を収集・整理し、国民に
わかりやすく伝えるため、国内外の関
係機関等との連携を確保しつつ、体
制及び業務の充実を図る。

（１） 　環境の保全に関する知識の
国民への普及を図るとともに、
国等の環境政策及び企業、民
間による自主的な環境保全に
関する取り組みを支援するた
め、国内外の環境情報を収
集、整備し、これらの情報を容
易に利用できるよう、国際的な
連携も図りつつ、インターネット
等を通じて提供する。

以下の業務を中心とした環境情報
の収集・整理、提供業務の実施状況

　具体的には、インターネットを介した
環境情報提供システムの運用を引き
続き行うとともに、その充実を図る。
　また、環境の状況を目に見える形で
提供することが可能な環境国勢デー
タ地理情報システムを構築・運営し、
中期目標期間中に５種類以上の環境
測定データを本システムに搭載し、イ
ンターネットを介して広く国民に提供
する。

　本業務の実施に当たっては、
体系的な収集整理、各データ
の相互利用、総合化、解析が
可能となるデータベース化を進
めるとともに、地理情報システ
ム（ＧＩＳ）を活用した環境情報
システムの整備など、国民にわ
かりやすい情報提供手法の開
発・導入に努める。

　さらに、研究成果の幅広い活用を図
るため、国民がインターネットを介し
て研究成果を入手できるシステムを

整備し、運営する。

（２） 本業務の目標を次のとおり設
定し、予算の重点配分等によ
り、その達成を目指す。

①環境情報提供システム整備
運用業務

①環境情報提供ｼｽﾃﾑ整備運用業
務

Ａ Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ コンテンツ整備は順調に進められ、アクセス件
数も年々増加しており、中期目標を十分達成し
ている。

・環境情報提供システム（ＥＩＣネット
ホームページ）整備運用業務の状況

　国民の環境保全活動の
推進等のため、様々なセク
ターが提供する環境情報
を収集し、広く案内、提供
する情報システムを整備・
充実し、運用する。
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　特に、化学物質、リサイ
クル等、国民の関心の高
い身近な環境問題に関わ
るテーマについて、わかり
やすい情報提供素材（コン
テンツ）を整備し、インター
ネットを通じて提供するとと
もに、これに関連して他で
提供されている情報へのリ
ンクも充実させ、当該テー
マについての多角的な理
解が可能な情報提供を実
施する。

　また、広く一般からの環
境情報の照会に対し、利
用者の環境関心分野毎
に、適切に環境情報を検
索できるデータベースシス
テム等を構築し、国民への
サービスの充実に努める。

②環境国勢データ地理情報シ
ステム（環境ＧＩＳ）整備運用業
務

②環境国勢ﾃﾞｰﾀ地理情報ｼｽﾃﾑ（環
境ＧＩＳ）整備運用業務

Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 初年度の取組の遅れを取り戻し、中期目標を
十分達成している。今後は、他のデータベース
等とのリンクあるいは他機関のデータの取り込
みなど、更なる展開を要望する。

・環境国勢データ地理情報システム
（環境ＧＩＳ）整備運用業務の状況

（環境測定データ５種類以上の提供
を目標）

　大気汚染、水質汚濁、海
洋汚染、自動車交通騒音
等、我が国の環境の状況
を示す基本的なデータに
ついて、テ゜ータベース化
を図るとともに、これらを地
図やグラフなど目にみえる
形で加工し、相互に重ね
合わせるなどして、各種
データが示す地域の環境
状況について国民が理解
しやすく利用しやすい形で
提供するシステムを、環境
省と密接な連携を図りつつ
構築・運用する。
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　計画期間中には、環境
測定データ５類類（大気環
境常時監視データ、公共
用水域水質データ、日本
近海海洋汚染実態調査
データ、海洋環境モニタリ
ングデータ、自動車交通騒
音実態調査データ）以上の
データについて、本システ
ムへ搭載し、一般へ提供
を開始するよう努める。

③研究情報の提供業務
③研究情報の提供業務 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

研究成果に係る情報提供や「環境儀」をはじめ
とする各種刊行物の発行、ホームページ等を
通じた公開情報の充実が図られ、またアクセス
件数はきわめて高い水準であり、中期目標を
十分達成している。今後は、一般国民に一層
わかりやすい情報発信に心がけるよう要望す
る。

当研究所の研究成果につ
いて、研究者間はもとよ
り、国民各層が活用できる
よう、研究所年報や研究成
果報告書を毎年発行する
など刊行物等による提供
サービス等を実施するほ
か、研究成果をインター
ネットでも提供し、本文に
加え画像やグラフ等も入
手できるよう、ダウンロード
によるサービスの充実を
図る。

・研究情報の提供業務の状況
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中期目標 中期計画 評価項目及び評価の方法、視点等 各年度の評価結果 中期目標
評価

中期目標の達成に向けた状況等
H13 H14 H15 H16 H17

第４　財務内容の改善に関する事項 第３　予算（人件費の見積もりを含む。）、
収支計画及び資金計画

Ⅲ　財務内容の改善に関する事項 － － － － － Ⅰの３にお
いて評価

「Ⅰの３．財務の効率化」において記載
（Ｐ２）

１．交付金の効率的使用及び受託収入等
の確保

　健全な財務運営と業務の充実の両
立を可能とするよう、交付金の効率
的・効果的な使用はもとより、受託収
入（競争的資金及び受託業務収入）
等の確保に努める。このため、競争
的資金及び受託業務の獲得を促進
するよう方策を講じることとする。

「Ⅰ　業務運営の効率化に関する事
項」の「３財務の効率化」において評
価

　特に、受託収入については、中期
目標の期間中、毎年度平均で前年度
比４％台の増額を見込んだ収支計画
のもと、着実な運営に努めることとす
る。

　

（１） 予算
（２） 収支計画

（３） 資金計画

第４　短期借入金の限度額
第５　重要な財産を譲渡し、又は担保に
供しようとするときは、その計画

第６　剰余金の使途

２．業務費削減の努力等
第２の５に掲げたとおり、物品一括購
入等により業務の削減に努めるほ
か、会計事務への電子決済システム
の段階的な導入等情報技術の活用
を進めること等により、財務内容の改
善に努める。

３．施設等の効率的利用

　業務に支障のない範囲で研究所の
知的・物的能力を所外の関係研究機
関等に対して有償提供を図るなどし、
これを運営費に充当するなど、財務
内容の改善に努める。
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中期目標 中期計画 評価項目及び評価の方法、視点等 各年度の評価結果 中期目標
評価

中期目標の達成に向けた状況等
H13 H14 H15 H16 H17

第５　その他業務運営に関する重要事項 第７　その他業務運営に関する事項 Ⅳ　その他業務運営に関する重要事項 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 全体として順調に発展しており中期目標を十
分達成している。

１．施設・設備の整備及び維持管理 （１） 施設・設備に関する計画 （１）施設・設備に関する計画 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 中期計画に基づき、順調に拡充、改善してお
り、中期目標を十分達成している。今後とも、
安全対策については、充分配慮されることを望
む。

　業務の質の向上に必要な施設・設
備を効率的かつ計画的に整備する。

平成１３年度から平成１７年度
内に取得・整備する施設・整備

・施設・設備の取得・整備状況

　保有する施設・設備の効率的な維
持管理を行う。

・施設・設備の改修・更新状況

（２） 人事に関する計画 （２）人事に関する計画 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ A 任期付きの研究者の割合は中期目標を初年
度以外は達成した。若手研究者の採用、活用
に努力が認められ、人材の効率的活用が促進
されていることは評価される。今後とも優秀な
人材の確保のためにも、任期終了後の処遇に
ついて考えた適切な対応や、国立大学法人と
の連携が図れるような方策の検討を要望す
る。

１）方針

①重点特別研究プロジェク
トの業務に対応するため、
弾力的な研究者の配置を
図る。

・弾力的な研究者の配置状況

②また、新たな政策対応
型調査・研究業務の充実
に対応するため、既存部
門からの配置換を行うとと
もに、所要の増員を図る。

・新たな調査・研究業務のための配
置転換、任期付研究員等の増員状
況

③さらに、弾力的な研究推
進に対応するため、任期
付研究員の積極的な活用
を図る。

２）人員に係る指標
研究部門については、任
期付研究員の採用に努め
ることとし、中期目標期間
中に研究部門中の任期付
研究員の占める割合を１
３％程度とする。

・任期付研究員の占める割合
（任期付研究員の占める割合を１
３％目標）
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　また、管理・支援部門に
ついては、研究支援の質
の低下を招かないよう配
慮し、アウトソーシング可
能なものは外部委託に努
める。

・管理支援部門に係る外部委託の
取り組み状況

３）その他
ＮＩＥＳリサーチアシスタント
制度による大学院生等の
受入により、研究体制の強
化とともに若手研究者の
養成及び優秀な研究者の
採用に努める。

・若手研究者の養成

業務運営の改善に関する事項の検討

 業務運営の改善に関すること（業務の継続の必要性、業務運営の効率化等業務全般について）。
環境問題がより複雑化するなかで、国立環境研究所はわが国の環境行政の科学的、技術的基盤の提供機関として、また、国際的にも環境分野における中核的な機関として、これまで以上に重要な役割を果たすことが求め
られる。その際、社会的な要請等に応える目的指向型の研究に加え、知的研究基盤や基盤的調査・研究など長期的な視点で取組むべき研究活動が一体となって進められることが重要であることに鑑み、これらを研究計画に
的確に位置づけ、全体として質の高い成果を挙げられるように意を用いなければならない。また、他の研究機関との役割分担を明確化するとともに、引き続き環境政策に貢献する研究分野、研究課題への取り組みを一層強
化する必要がある。
現中期計画期間における成果や社会的な要請などの変化を踏まえ、これまでの研究課題の見直しを通じた研究業務の最適化が求められる一方、ナノテクノロジーの環境分野での利用技術研究などに見られるように、新たな
課題に対しても果敢に取組んでゆくことが求められる。また、業務運営の効率化に関しては、今後さらなる取り組みを進めるべきであろう。環境情報の提供は研究業務と並んで重要な柱であり、これまでの高いアクセス水準に
満足することなく、不断の努力を重ねることを期待したい。

　

総　合　評　価（事項別評価を踏まえて、業務実績の全体の評価）

各年度の総合評価結果 　　中期目標総合評価 中期目標の達成に向けた状況等

Ｈ１３年度 Ａ

Ａ

期間途中において中期目標を達成した事項があるなど全体として順調に発展した。総合的にみて、中期目標を十分達成していると評価する。

Ｈ１４年度 Ａ
Ｈ１５年度 Ａ
Ｈ１６年度 Ａ
Ｈ１７年度 Ａ

参考）　中期目標に係る業務の実績に関する評価基準

Ｓ： 中期目標を大きく上回っている
Ａ： 中期目標を十分達成している
Ｂ： 中期目標を概ね達成している
Ｃ： 中期目標をある程度達成しているが、改善の余地がある
Ｄ： 中期目標の達成が不十分であり、大幅な改善が必要である
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